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現在、光熱水費をはじめとした物価の高騰や、医療関係者の人件費の増嵩など、病院

経営にとって非常に厳しい状況が続いています。 

2024年６月より、診療報酬・介護報酬・障害福祉サービス等報酬の同時改定が実施さ

れました。診療報酬改定では、賃金引上げ相当として 0.88％の引上げがありましたが、

病院経営全体をみた場合、その安定化にとっては、十分な引上げがされたとはいえず、 

多くの病院は厳しい経営状況下にあります。 

また、2024年４月より始まった「医師の働き方改革」に伴い、今後の救急医療や医療

提供体制の縮小など、地域医療への影響が懸念されます。 

政府が「経済財政運営と改革の基本方針 2024」の中で示した「全世代型社会保障の構

築」等を進めるためには、病院を含めた関係者に対するしっかりとした支援が必要です。 

病院経営を安定的かつ持続可能ものとするとともに、医師をはじめとした医療従事者

をまもり、安心・安全な地域医療を守ることができるよう、以下のとおり要望します。 



 

【国への要望】 

１ 社会保険診療報酬の適正化（入院基本料等の抜本的引上げ等） 
 

（１） コスト上昇に見合う診療報酬への適正な反映（一部新規） P２ 
 

（２） 医療人材の確保・配置・育成への適正な評価（一部新規） P２ 
 

 

（３） 医療ＤＸに対応するための整備費用負担への支援（一部継続） P３ 
 
 

（４） 地域包括医療病棟の施設基準の見直し（新規） P４ 
 

（５） 病院勤務の看護補助者（介護職）の処遇改善への予算措置又は診療報酬上の

措置の充実（一部新規） P５ 

 

２ 地域医療構想及び地域包括ケアの推進に向けた支援 
 

（１） 地域医療介護総合確保基金の抜本的な見直し（一部新規） P６ 
 

（２） 少子高齢化・人口減少の進展に伴う医療・介護関係データの開示及び 

分析の推進と、地域医療構想の推進に向けたさらなる支援（新規） P７ 
 

（３） ポスト・コロナ時代の感染症対策の推進（新規） P８ 
 

（４） 介護老人福祉施設（特養）において、配置医により行われた医療に対する 

さらなる評価（一部新規） P９ 
 

（５） 高齢単身世帯の増加など、身寄りがなく、認知症や病気や障害により判断能力が 

不十分又は喪失した人への医療等に係る相談支援の問題解決に向けた取り組み 

について（新規） P９ 

 

３ 病院の消費税問題の解決（継続） P11 

 

４ 病院の災害に対する強靭化対策（新規） P11 

 

【県への要望】 

１ 身寄りのない人で、認知症や病気または障害により判断能力が不十分又は 

喪失した人への医療費等対策費（基金）の創設について（新規） P12 

 

２ 第８次保健医療計画の着実な推進（新規） P13 

 

３ 県内医療人材の確保・育成 

（１） 地域枠医師等の有効な活用、学生への周知やこれまでの成果検証の実施 

（一部新規） P14 
 

（２） 「かながわ地域看護師」の事業推進と支援の実施（一部新規） P15 

 

４ 医師の働き方改革と地域医療の両立 

（１） 医師の働き方改革の県民への広報（一部新規） P16 
 

（２） 地域における救急医療体制等への支援（一部新規） P16 

 

５ 感染症予防計画の着実な推進（新規） P17 

 

６ 国要望について、県及び全国知事会等からの働きかけ（継続） P17 
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【国への要望】 

１ 社会保険診療報酬の適正化（入院基本料等の抜本的引上げ等） 

 

新型コロナウイルス感染症の分類が二類から五類になり、コロナ関係補助金や特別交

付金等は概ね終了する中、我々、病院団体は 2024 年実施の診療報酬・介護報酬・障害

福祉サービス等報酬の同時改定により、病院経営が安定的かつ持続可能なものとなるこ

とを期待し、抜本的な見直しを要望した。 

しかしながら、診療報酬の改定は０.８８％増にとどまり、その多くは賃金アップのためと

されているが、今回示された「ベースアップ評価料」は病院に勤務する職種間の軋轢を生

みかねないなど課題が多い。また、地域包括医療病棟が創設されたものの、施設基準が

厳しいために移行する医療機関が少ないなど、全体として病院経営の改善につながるも

のでなかったと言わざるを得ない。医療ＤＸ推進のための診療報酬改定に関しても、明確

な基準の早期公表が無ければ、病院は施設・設備の整備に着手できない。 

今回の診療報酬改定は、病院経営全体の安定化に資するものとはなっておらず、むし

ろ、施設基準の厳格化や事務作業の増大など、病院にとって負担の大きいものとなった。 

各病院は、新型コロナウイルスとの５年にわたる戦いの中で疲弊し、コロナ関係補助金

が終了する中、県民の医療に係る行動自体が変容するなど、病院経営を取り巻く環境

は、ますます厳しくなっている。 

「第 24 回医療経済実態調査」によれば、新型コロナウイルス関係の補助金を除くと一

般病院の令和４年度の損益率は「マイナス 6.7％」で、令和３年度と比較しても 1.2 ポイン

ト悪化しており、診療報酬改定前の時点で、既に病院経営は厳しい状況であった。※ 

多くの病院が赤字経営を強いられている中、光熱費、給食材料費、医療材料費（医療

機器・器具）、人件費等の高騰が続いている。診療報酬という公定価格で運営している病

院は、価格転嫁ができないため、非常に厳しい経営状況となっており、物価対策のため

の支援金の継続が強く望まれる。 

また、2024 年４月より始まった「医師の働き方改革」が今後、地域医療との両立、人材

確保や育成、人材派遣に伴う手数料負担の増大などにどのような影響を及ぼすのか危惧

される。 

安全安心な地域医療を維持することで県民の「いのち」を守り、病院経営を安定的か

つ持続可能なものとするため、以下のとおり、診療報酬の早急な改善を要望する。 

 

【※参考  年度別の損益率の状況① （第 24回医療経済実態調査の概要 令和 5年 

11月 24日版 中医協資料）】 
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（１）コスト上昇に見合う診療報酬への適正な反映  【厚生労働省、財務省】：一部新規 

 

現在、病院経営に関わる光熱水費などの物価や、医師をはじめとした病院職員の人

件費が高騰しており、こうしたコスト上昇に見合う診療報酬への適正な反映を、早期に実

施すること 

 

要望の趣旨 

1981 年以降「物価・賃金スライド方式」から「自然増控除方式：自然増を前提とし改定

分を上乗せする方式」へ変更された。さらには、これまで「自然増すら圧縮するマイナス改

定」が連綿と続いたことを背景にして、そのうえでさらに、新型コロナ対応補助金は打ち切

られ、昨今の物価高騰や賃金上昇、生産労働人口の減少などが重なって、現在の病院

経営は危機に瀕している。 

今回の診療報酬改定の 0.88％の引き上げは、財源のほとんどが医療従事者の賃上げ

に使われる新機軸が導入されているが、こうした使途を限定した診療報酬の在り方は制度

の変容をもたらし、病院経営は一層、困難に会いかねない。※ 

初診料・再診料、入院基本料などの抜本的引き上げこそが重要であり、物価・賃金スラ

イドを反故にした医療費抑制政策では、病院経営のひっ迫は回復しない。 

診療報酬という公定価格で運営している医療機関の場合、物価や人件費の急騰があ

った場合、その増加分の原資を確保することは困難であり、結果として、病院経営はひっ

迫せざるを得ない。今回の改定で入院時食事療養費の引き上げはあったもの、原材料費

の値上がり分を賄っているとはいえないのが実態である。我が国の経済状況は、今後、物

価が継続的に上昇することが想定されるため、今こそ、新たな「物価・賃金スライド方式」

への検討をすべきである。 

期中の改定も含め、早急な診療報酬改定の実施について検討すること。 

 

【※参考 令和 6年度の診療報酬改定等に関する大臣折衝事項（令和 5年 12月 20日） 

「令和 6年度診療報酬改定の概要（医科全体版）厚生労働省保険局医療課 

令和 6年 3月 5日版」】 

 

 

（２）医療人材の確保・配置・育成への適正な評価 ～特に、ベースアップ評価料の 

問題点について～ 【厚生労働省、財務省】：一部新規 

 

医療人材の確保・配置・育成への適正な評価ができるよう「ベースアップ評価料」の見

直しに早急に取り組むこと 
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要望の趣旨 

今回、医療従事者の人材確保や賃上げ等のために「ベースアップ評価料※」が新設さ

れたが、この評価料は患者に直接かかわる職員のみを対象としているため、評価料で措

置されない職員への対応は病院負担となることから、経営への影響が大きい。 

また、ベースアップは、それに連動して、諸手当や賞与、退職金等が増加するなど、人

件費に与える影響は大きく、こうした諸手当等も含めた報酬改定をすることが必要である。 

さらに、このベースアップ評価料は、国が一律の基準で定めており、各医療機関の個

別の経営状況や賃金水準等が加味されていない。 

一法人で複数の事業所を運営している団体は、事業所単位で評価することとなってい

るなど、法人内での事業所間格差の問題も生じる。 

現状のままでは「ベースアップ評価料」は、ますます、職種間格差や事業所間格差など

を生み出し、病院経営の改善に寄与しないと言わざるを得ない。 

医療人材の確保・配置・育成に向けた適正な評価を行うような診療報酬改定に早期に

取り組むことを要望する。 

なお、現在の医療従事者の人材確保・配置・育成を円滑に進めるため、診療報酬改定

までの間は必要な財政的な支援を創設するなど、早期の取組みをあわせて要望する。 

 

【※参考 賃上げに係る評価の全体像 ベースアップ評価料（令和 6年度診療報酬改定

の概要 厚生労働省）】 

 

 

（３）医療ＤＸに対応するための整備費用負担への支援 【厚生労働省、財務省、内閣官房、 

デジタル庁】：一部新規 

 

医療ＤＸを医療機関が積極的に進められるよう「医療ＤＸ推進体制整備加算」の施設

基準を明確かつ早急に示すこと、サイバーセキュリティ対策も含めて整備費用を支援す

ること 

マイナンバーカード保険証の利用推進に当たっては、医療機関に財政負担が生じな

いよう支援を行うこと。また、オンライン資格確認を巡るトラブルの無いよう情報管理体制

の強化・徹底を行うこと 

 

要望の趣旨 

 医師の働き方改革が進められる中、医療現場の効果的かつ効率的な運用を図るために 

は、医療ＤＸはこれからの医療に欠かせないインフラである。また、先に示された「経済財 
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政運営と改革の基本方針 2024」の中でも「ＤＸ」は重要な項目として示されている。※1 

今回の診療報酬改定で新設された「医療ＤＸ推進体制整備加算※2」は、施設基準とし

て、電子処方箋システム、電子カルテ情報共有サービスの導入が要件の一つであるが、

詳細が未だ示されておらず、また、マイナ保険証の利用実績も要件となっているが、利用

実績割合も現時点で示されていない。電子処方箋システムは来年３月末、電子カルテ情

報共有サービスは来年９月末迄の経過措置となっているものの、サイバーセキュリティ対

策も含め、整備費用負担が大きいものであることから、早期に明確にするとともに、医療Ｄ

Ｘを進めるための整備費用を支援すること。 

また、マイナ保険証の利用促進にあたっては、まず、国民に対してマイナ保険証の普及

促進をしっかりと推進し、その上で、医療機関の財政負担とならないよう、カードリーダー

の導入費用とメンテナンス費用を支援すること。  

併せて、資格情報の誤登録など、オンライン資格確認を巡るトラブルの無いよう、国は

情報管理体制のさらなる強化・徹底や医療機関によるシステム導入時の仕様の統一を行

うこと。 

 

【※1 参考 経済財政運営と改革の基本方針 2024 ～賃上げと投資がけん引する成長型 

経済の実現～ 令和 6年 6月 21日 内閣府】 

【※2 参考 令和 6年度診療報酬改定における医療ＤＸに係る全体像  医療ＤＸ推進 

体制整備加算の新設（令和 6年度診療報酬改定の概要 厚生労働省）】 

 

 

（４）地域包括医療病棟の施設基準の見直し 【厚生労働省、財務省】：新規 

 

地域包括医療病棟の施設基準について、医療機関が積極的に取り組めるよう柔軟な

運用が可能となるよう見直すこと 

 

要望の趣旨 

今回の改定において、急性期一般入院料と地域包括ケア病棟入院料の中間的位置

づけとなる「地域包括医療病棟入院料」が新設された。 

今後、急性期一般入院料 2～6（10 対 1）の再編が検討されていくことも想定されてお

り、この「地域包括医療病棟入院料」は、増え続ける高齢者の救急医療を受け入れ、在宅

復帰につなげるための機能を担うことから、今後の病院医療において重要な入院料にな

っていくと考えられる。 
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しかしながら、重症度、医療・看護必要度の厳格化・見直しの影響により、急性期一般

入院料から移行を検討している病院からは、施設基準が非常に厳しいとの意見が多く、

現在の施設基準のままでは活用が困難である。※ 

地域の医療体制に大きな影響が出ることが危惧されるため、柔軟な運用が可能となる

よう見直しを行うこと。 

 

【※参考  地域包括医療病棟入院料への移行調査≪集計速報値≫ 報告書 

（2024年 6月 10日版 日本病院会・全日本病院協会・日本医療法人協会）】 

 

 

（５）病院勤務の看護補助者（介護職）の処遇改善への予算措置又は診療報酬上の措置の

充実 【厚生労働省、財務省】：一部新規 

 

病院における看護補助者（介護職）の円滑な確保のため、処遇改善に向けた予算措

置を確保すること 

 

要望の趣旨 

病院では、食事、排せつ、入浴、移動等の療養生活上の世話などの多くを看護職から

の指示の下、看護補助者（介護職）が担っている。これは、介護保険施設における介護職

員と同等の業務であるが、介護保険施設では、介護報酬による介護職への処遇改善が

行われている一方、病院で働く看護補助者（介護職）に対する処遇改善は介護職への処

遇改善加算ほど十分ではないため、病院では必要不可欠な職種である看護補助者（介

護職）の確保に大変苦慮している。 

また、同一法人内に病院と介護保険施設を有する場合には、病院と施設間の人事異

動の支障にもなっている。 

このため、病院勤務の看護補助者（介護職）の処遇改善への予算措置又は診療報酬

上の措置の充実を要望する。 
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２ 地域医療構想及び地域包括ケアシステムの推進に向けた支援 

少子高齢化及び人口減少の進展に伴い、医療・介護の複合ニーズを抱える 85 歳以

上の人口が増大する 2040 年ごろを見据えた「新たな地域医療構想」の検討が開始され

た。病院のみならず、 かかりつけ医機能や在宅医療、医療･介護連携等を含め、地域の

医療提供体制全体の地域医療構想として検討されることが予定されている。 

高齢者については、今後、救急搬送や入院の一層の増加が見込まれるが、高齢者の

中には、身寄りがなく、経済的に困窮している世帯も増加の傾向にあるなど、地域医療構

想、地域包括ケアシステムの推進を取り巻く環境は複雑さを増している。医療及び介護の

現場で取り組みがしっかりと進められるよう、以下のとおり要望する。 

(１)地域医療介護総合確保基金の抜本的な見直し【厚生労働省・財務省】：一部新規

消費税増収分等を活用した財政支援制度として創設されている「地域医療介護総合

確保基金」は都道府県や各医療機関の実情に応じた有効活用ができるよう、医療介護

総合確保促進法を一部改正するなど、早急かつ抜本的に見直すこと 

見直しに当たっては、 

１ 全額国庫負担の範囲を拡大すること。法改正までの間は、一定の規模までは自治

体の財政状況に左右されずに活用できる措置を講じること 

２ 配分額は人口規模に応じたものとすること 

３ 事業区分毎の配分比率は、地域医療の実情を反映すること 

４ 事業区分間の融通を認めること 

５ 具体的な使途は、これまで以上に自治体の裁量に委ねること 

６ 医療人材の確保・育成等へ十分に活用できるようにすること 

７ 医療機関の実情にあわせ、様々な規模の医療機関が柔軟に活用できるよう、弾力

的運用が可能となるよう見直すこと 

８ 見直しは、早急に行うこと 

要望の趣旨 

地域医療介護総合確保基金（以下、基金）は、地域医療構想の実現に向け、特

に病院の再編・統合に優先して配分されている。2022年に成立した「医療法等改

正法」によって、統廃合や病床削減を行った病院を財政支援する「病床機能再編

支援事業」が事業の一つとして位置付けられ（事業区分Ⅰ－2）、この事業のみが

全額国庫負担となっている。 
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神奈川県は人口 10万人対の病院数、病床数が共に全国 47位※1、医療施設従事

医師数が 40位 ※2、就業看護師数が 45位 ※3であり、地域医療構想の実現に向

けた当県の課題は病床機能再編よりも、医師や看護師などの医療人材の確保・養

成である。 

基金は原則 3分の 1とされる自治体の一般財源の確保に制約があることが、ニ

ーズがあるのに県の予算化につながらない要因の一つである。全額国庫負担は病

床機能再編だけでなく、医療現場における喫緊の課題である医療人材の確保・養

成など、他の区分にも適用できるようにすること。特に、医師をはじめとした医

療関係者の人件費は高騰を続け人材の確保がますます困難になり、さらに「医師

の働き方改革」が進められている中では、地域の医療体制の維持を図る上でも、

中小規模から大規模な病院まで様々な規模の医療機関が基金を人件費に柔軟に活

用できるよう運用の弾力化を図るべきであることが強く求められている。また、

事業区分間の融通を認めるなど、さらなる柔軟な運用ができるよう抜本的に見直

す必要がある。 

地域医療介護総合確保基金の抜本的な見直しについては、継続して要望してい

るところであり、安全で安心な地域医療を守るためにも、早急に抜本的な見直し

をすることを要望する。 

【出典：※1 令和 4(2022)年医療施設(動態)調査（令和 4年 9月 26日） 

※2 令和 4(2022)年医師・歯科医師・薬剤師統計（令和 4年 12月 31日）

※3 令和 4年衛生行政報告例（令和 5年 12月 21日）】

（２）少子高齢化・人口減少の進展に伴う医療・介護関係データの開示及び分析の推進と、

地域医療構想の推進に向けたさらなる支援 【厚生労働省】：新規 

少子高齢化や人口減少が進展する中、新たな地域医療構想の策定に向け、医療及

び介護の関係データをしっかりと集積したうえで開示・分析を進めるなど地方に対して情

報提供に努めること 

また、地域医療構想の着実な推進を図るため、将来不足する病床機能の確保及び連

携体制の構築や、在宅医療の充実等を図るなど、必要な支援に取り組むこと 

要望の趣旨 

新たな地域医療構想は、2025 年度に国のガイドラインが発出され、2026 年度に検討･

策定、2027 年度に取組がなされる予定となっている。 
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現在、全国的に少子高齢化や人口減少が進展しており、神奈川県においても同様の

傾向にある。こうした中で、新たな地域医療構想を検討するためには、厚生労働省や国

立社会保障・人口問題研究所等が医療・介護関係の様々なデータをしっかりと集積したう

えで開示・分析し、各地域で地域医療構想の議論に活かせるようにすること。 

また、地域医療構想の着実な推進を図るため、将来不足する病床機能の確保及び連

携体制の構築や、地域包括ケアシステムの深化・推進に向けた在宅医療の充実等を図る

ことなどに、地域医療介護総合確保基金が、より一層、弾力的に活用できるようにするな

ど必要な支援に取り組むこと。 

 

 

（３） ポスト・コロナ時代の感染症対策の推進 【厚生労働省、財務省】：新規 

 

国は新たな感染症の発生やまん延等に備え、新型コロナウイルス感染症対策の経験

も踏まえつつ、新興感染症対策のための研究をより一層、進めるとともに、新興感染症

予防対策に取り組むこと 

また、そこで得られた研究等の成果やデータを医療機関等に対し提供するとともに、

実効性のある対応が可能となるよう必要な支援を行うこと 

 

要望の趣旨 

現在、地球温暖化の影響や、グローバルな人やモノの流れの加速等により、感染症の

発生やまん延等のリスクが拡大している。感染症の予防対策は国を始めとした行政の責

務であり、こうした対策については、関係機関が連携して、積極的に取り組みを進める必

要がある。 

新型コロナウイルス感染症対策で得られた経験を踏まえつつ、国は改正された感染症

法に定められた施策等を効果的・効率的に推進し、新興感染症予防対策のための具体

的な体制や医療人材の確保・育成に取り組む必要がある。 

また、国は新たな「新型コロナウイルス等対策政府行動計画」を本年 7 月に閣議決定

した。その実施に当たっては着実かつ実効性のある取組みが求められている。 

このため、新興感染症等発生時に各医療機関が適時・適切な対応が取れるよう、これ

までの感染症に関する研究成果のデータの開示、流行段階に応じた適切な医療提供体

制ができるよう施設や設備の整備や、医療人材の十分な確保や育成ができるよう、新たな

感染症によるパンデミックに緊急対応ができるよう、財政的な支援を含めた積極的な対策

に取り組むことを要望する。 
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(４)介護老人福祉施設（特養）において、配置医により行われた医療に対するさらなる評価 

【厚生労働省・財務省】：一部新規 

 

介護老人福祉施設（特養）において、配置医等により行われた医療に対して、さらなる

評価を行うこと 

 

要望の趣旨 

コロナ禍を通して、重症化リスクの高い高齢者が集団で生活する入所系、居住系の施

設でのクラスターが後を絶たない。施設でのクラスターの発生は地域の入院医療機関に

一瞬で大きな負荷がかかるが、五類への見直し以降、陽性者は全員入院隔離といった考

え方から、軽症の陽性者は原則として施設で療養を継続するという考え方に代わっていく

ことになる。 

そこでさらに重要性が増すのは施設における意思決定支援と、医師が施設に赴いて

行う医療である。 

しかし、現状では一部の介護施設内で行われる医療提供は、配置医や協力医療機関

の献身的な取り組みで施設を支えており、この献身によって地域の入院医療機関への負

荷が軽減している事実がある。 

本来、医療提供が十分に行えないからこそ、高齢者施設で必要な医療は病院で行う

べきであるが、現実的には今後ますます増加する高齢者人口増に対応するには施設で

の医療提供が欠かせない。名ばかりの協力医療機関ではなく、実際に医療提供を行った

医療機関に対して診療報酬上十分な評価をつけるべきと考える。 

今回の診療報酬改定で、「介護保険施設等連携往診加算等」が新設され、介護老人

保健施設、介護医療院及び特別養護老人ホームの協力医療機関に一定の評価はされ

たものの、今後、地域包括ケアの取組みを進める上では、こうした加算等のさらなる充実

を図ることが重要である。 

今後ますます高齢者増が進む中で地域包括ケアを推進するにあたっては避けて通れ

ない課題と認識している。 

 

 

（５）高齢単身世帯の増加など、身寄りがなく、認知症や病気や障害により判断能力が 

不十分又は喪失した人への医療等に係る相談支援の問題解決に向けた取り組みに 

ついて 【厚生労働省、財務省】：新規 

 

「身寄りがない」人が増加し、入院医療において大きな課題となっている。 

患者の命と暮らしと人権を守り、地域医療構想に即した医療の実現と病院経営の 



10 

安定等を目指すため、以下のとおり、要望する 

１ 医療費等自己負担分の未払いに対する補填制度の創設 

２ 成年後見申し立て中に本人が死亡し、かつ相続人が存在しないことが明らかな

場合は、相続財産清算人手続に移行し、速やかな「未払医療費・介護費用等の

支払」を可能にすること 

３ 成年後見制度中に、特定の行為に限定する「成年保護特別代理人制度 

（仮称）」を導入し、速やかな選任を可能とすること 

要望の趣旨 

近年、少子化・高齢化や核家族化の進展に伴い、身近に頼れる家族や親族がいな

い、または家族への連絡が取れず、支援の受けられない、いわゆる「身寄りがいない

人」が増加している。県内でも、高齢者単身世帯は増加の傾向にあり、今後も「身寄りが

いない人」の増加が見込まれる。 

厚生労働省は「身寄りがないこと」を理由に、医療や介護等の現場で、受診やサービ

スの提供を拒むなど不適切な取り扱いがないよう求めており、「身寄りがない人の入院

及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン（2019 年 6 月）」や

「ガイドラインに基づく事例集（2022 年 8 月）」を発出するほか、2024 年 6 月には関係

省庁連名で「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」なども出されている。 

しかしながら、医療機関では、地域医療構想の中で入院日数が縛られており、身寄り

がなく、判断能力が不十分又は喪失された患者に、法定後見人や任意後見人がいな

い場合、預貯金等の資産が活用できないため、医療費等の未払いが発生している現状

がある。こうした場合、現行制度では、成年後見の主張への選任申し立てをするが、選

任までに長い時間を要している。 

そこで、こうした問題を解決するため、制度の弾力化を図るとともに、限定的な対応が

可能な制度を創設し、身寄りがなくても安心して医療や介護を受けることができるように

なるよう要望する。 

【※参考  身寄りがなく判断能力が不十分または喪失した人において、法定後見人や

任意後見人がおらず、本人の預貯金等資産利用ができず長期的に医療費等

の支払いが困難となる国民に関する救済制度の創設に向けて 

 （令和 5年 9月 神奈川県病院協会・神奈川県医療ソーシャルワーカー 

協会 意見書）】 
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３ 病院の消費税問題の解決 【厚生労働省・財務省】：継続 

 

今後将来に向けて、消費税負担に不公平が生じないようにするため、病院の社会保

険診療報酬については、「原則課税」とするよう見直すことで、控除対象外消費税の問題

を抜本的に解決すること 

 

要望の趣旨 

病院をはじめとする医療機関は、社会保険診療報酬が消費税非課税であるため、薬剤

の購入や業務委託、医療機器など施設設備を整備する際に支払った消費税を控除する

ことができない。 

特に、新棟建設や地域の救急輪番体制を維持するために救急センターを再整備する

など、大規模な設備投資をする際には、相当な負担となる。それに加え、昨今の急激な物

価高騰等により、病院経営は非常に厳しい状況にある。仕入れに係る消費税相当額分は

診療報酬に上乗せして補てんされる仕組みになっているが、病院はそれぞれ規模や機

能が異なるため、透明性や公平性の点から、診療報酬による補てんを今後将来にわたっ

て容認することはできない。 

現在の物価等の高騰の状況にあっては、現行制度ではますます病院経営を圧迫する

のではないかと危惧するところである。 

診療報酬での補てんには限界がある。非課税の社会保険診療を原則課税とするよう見

直すことで、控除対象外消費税の問題を抜本的に解決することを要望する。 

 

 

４ 病院の災害に対する強靭化対策 【厚生労働省・財務省】：新規 

 

病院が、災害時に地域の「いのち」を守り、医療機関としての機能を果たせるよう強靭

化に向け、支援すること 

 

要望の趣旨 

阪神淡路大震災、東日本大震災や熊本地震に続き、本年１月には能登半島地震が発

生し大きな被害を出した。また、地球温暖化等の影響から風水害においても頻発化、激甚

化が進む中、地域の中で住民の「いのち」を守る拠点としての病院の重要性は、ますます

高まっている。 

このため、発災時に病院が確実に機能できるよう、平時から防災資材等、施設・設備等

の整備について、さらなる財政的支援を要望する。 
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【県への要望】 

１ 身寄りのない人で、認知症や病気または障害により判断能力が不十分又は 

喪失した人への医療費等対策費（基金）の創設について：新規 

【健康医療局・福祉子どもみらい局】 

 

地域医療構想及び地域包括ケアを推進し、神奈川県民の誰もが安心して医療・福祉・

介護を受けられるようにするためには、身寄りのない人で、認知症や病気または障害に

より判断能力が不十分又は喪失した人、そして医療機関や介護施設等の双方が、費用

面で不利益や不都合が生じないようにすることは喫緊の課題であり、医療費等対策費

（基金）を創設すること 

 

要望の趣旨 

   厚生労働省は「身寄りがないこと」を理由に医療や福祉の現場で拒むことのないよう、

2018 年 4 月に「入院による加療が必要にもかかわらず、身元保証人がいないことのみを

理由に医療機関において入院を拒否することについては医師法第１９条第１項の応召義

務に抵触する」と通知。 

また、2018 年８月に「介護施設等において、入院・入所希望者に身元保証人等がいな

いことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」とし、都道府県等へ介護

保険施設が不適切な取り扱いがないように指導・監督を行うよう通知している。 

しかし、身寄りがなく、判断能力が不十分又は喪失した人（以下、「対象者」。）におい

て、法定後見人や任意後見人がいないため預貯金等の資産が利用できず、医療機関等

においては、未収金となる事例が一定数見受けられ、医療費や施設サービス費の支払い

の目途が無い対象者の場合、急性期病院から、回復期・慢性期病院や介護施設への入

院・入所が困難になり、患者の状態にあった医療・ケアを受ける権利や、急性期病院の機

能役割が阻害される原因になっている。 

また、2024年 4月に神奈川県ソーシャルワーカー協会と共同で実施した「身寄

りがなく判断能力が不十分又は喪失した人への入院中に行う相談支援（ソーシャル

ワーク）に関するアンケート」では、2023年の 1年間で入院費未払いのあった病

院が半数を超え、そのうち約 4分の 1の病院では 6件以上あった。回答病院の未払

いの総額は 5,000万円以上と想定され、この額は実際に各病院が負担をしている状

況である。※ 

これらのことから、対象者が医療機関等への支払い等について不安を抱くことがない制

度、また医療機関等においても未収金などの課題が生じない制度の創設が必要である。 

具体的には、神奈川県は、当分の間、医療費等の支払いに課題がある対象者に係る医

療・介護等に関して発生した損失医療費等について補助する基金を創設すること。 
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医療機関・介護施設等は、対象者について、後見人等の申請手続きを各自治体と協力

し合いながら行い、同時に神奈川県に補填の申請を行う。 

後見人等は、神奈川県が補填した費用について、対象者の預貯金等から神奈川県に

返済に務めることを担う。 

対象者は今後も増加が見込まれる。喫緊の課題と捉えて対応されるよう要望する。 

 

【※参考 身寄りがなく判断能力が不十分又は喪失した人への入院中に行う相談支援

（ソーシャルワーク）」に関するアンケート（2024年 3月 県病院協会・ 

県医療ソーシャルワーカー協会）／問 5-5、問 5-6 集計速報値】 

 

 

２ 第８次保健医療計画の着実な推進【健康医療局、福祉子どもみらい局、総務局】：新規 

 

第８次保健医療計画に基づく取組の実施に当たっては、新たに盛り込まれた新興感

染症対策や医療ＤＸを含め、神奈川県の実態に即した保健、医療及び福祉を取り巻く事

情に配慮するとともに、「医師の働き方改革」の地域医療に与える影響なども踏まえなが

ら、取り組み状況を評価・検証するなど PDCA サイクルをしっかりと回し、計画に盛り込

まれた施策・事業の着実な推進を図ること 

 

要望の趣旨 

少子高齢化・人口減少の進展は、県内の保健、医療及び福祉に大きな影響を与えて

いる。新型コロナウイルス感染症は、2023 年 5 月に五類になったものの、引き続き、一定

数の感染者がおり、気候の温暖化やグローバル化が進む中では、新興感染症にもしっか

りと備える必要がある。 

また、2024 年 4 月からは「医師の働き方改革」が始まっており、今後、地域医療、特に

二次救急医療への影響なども危惧される。安全・安心な地域医療を維持するためには、

持続可能な病院経営を支援するとともに、医療ＤＸなどを進める必要があり、医療機関へ

の財政面も含めた支援が求められるところである。 

第８次保健医療計画に位置付けられた施策・事業を実効性があるものとするために

は、医療機関の意見を聞くなど、地域医療の実態を把握し、関係機関がしっかりと連携す

るとともに、県は地域で新たな地域医療構想を議論するために、地域の病床の偏在だけ

でなく、診療科の偏在なども含めた必要なデータをしっかりと示すことが必要である。その

うえで、施策・事業の取り組み状況を的確に評価・検証するなど、PDCA サイクルを確実

に回すことが必要である。 

県はこうしたことを通じ、第８次保健医療計画を着実に推進することについて要望する。 
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３ 県内医療人材の確保・育成 

(１)地域枠医師等の有効な活用、学生への周知やこれまでの成果検証の実施 【健康医療

局】：一部新規 

 

キャリア形成プログラムなど、県が実施できることで責務を着実に果たすこと。また、

そのための体制整備を行うこと 

あわせて、この制度の学生への早期の周知を図るとともに、これまでの取組みの成果

検証を実施し、今後の取組みに活かすこと 

 

要望の趣旨 

医師偏在の是正は、県民の安心につながる医療提供体制を維持するうえで非常に重

要である。「経済財政運営と改革の基本方針 2024」にも位置付けられ、医師の地域間、

診療科間等の偏在の是正を図るため、医師確保計画を深化させるとともに、医師養成課

程での地域枠の活用など必要な人材を確保するための取組など、総合的な対策のパッ

ケージを 2024 年末までに策定するとされた。 

そうした中、令和７年度から本県の「キャリア形成プログラム」がいよいよ運用される。 

地域枠学生、医師、キャリアコーディネーターからしっかりと意見を聞き、地域における

医師・診療科の偏在の解消と、高度医療や高齢者の増加などにも対応できる人材の養成

に寄与するための実効性のあるプログラムとして実施すること。 

また、実施にあたっては、地域枠学生に対して、プログラムが効果的に活用されるよう、

できるだけ早い段階からプログラムの内容をしっかりと周知すること。 

さらに、これまで実施してきた地域枠医師の取組みついて、その成果を検証し、その検

証結果も踏まえて、プログラムを運用すること。 

なお、当協会は昨年度に「地域医療実践の充実」について要望し、様々な創意工夫に

よって進めるべく、以下の検討素材（１～５）を提示したところである。 

県から各方面へ働きかけ、医師不足地域への従事を促すとともに、医療対策協議会、

地域医療支援センターで、より建設的な議論とすること。 

 

１  医師の偏在や不足に悩む地域医療機関に対して、広くこの制度を周知し、専攻医

の受け入れについて整備を促すこと 

２  地域枠医師に対しては、地域医療の実情を広く啓蒙し、地域医療を支える意義と

魅力について継続的に発信すること 

３ 地域枠医師が地域医療実践を行うことに対する評価を多面的に高め、ブランド化を

検討してゆくこと 
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４ 総合診療専門研修における「地域研修」を県内で実施できる枠組みとして、この「地

域医療実践」を関連付ける具体的な検討を行うこと 

５ 以上と連動して、新専門医制度のできるだけ多くの診療科で（内科や総合診療

等）、地域医療を充実させる観点から、指導医が存在しない施設でも、基幹施設と

連携した研修体制の確立により、特別連携施設としてプログラム参加を許可するよう

に当該基幹施設に督励すること。（そうすることによって、「地域医療実践」がより現

実的なものとなる） 

 

 

(２)「かながわ地域看護師」の事業推進と支援の実施 【健康医療局、福祉子どもみらい局、

総務局】：一部新規 

 

「かながわ地域看護師」制度の実施に向け、制度設計や実施に向けた人材確保・養

成等について引き続き、検討を進めること 

あわせて、その実施に当たっては、着実に事業が推進できるよう必要な支援を行うこ

と 

 

要望の趣旨 

神奈川県看護師等養成実習病院連絡協議会が県と共に養成を推進している「かなが

わ地域看護師」は、保健医療計画の看護職確保における「急性期看護から地域・在宅ケ

アへ」という看護師の質の変化にも対応し、地域の施設と連携し、地域医療構想・地域包

括ケア時代を担う看護師として期待される。 

そこで、こうした時代に相応しい看護師の人材確保や養成を地域全体で取り組むこと

ができるよう看護師の確保策として「かながわ地域看護師」を改定された保健医療計画に

位置付けたことは評価できる。今後、その具体的な実施や県内での横展開に向けては、

制度設計や実施に向けた具体的な検討に引き続き、取り組むこと。 

また、制度の実施に当たっては「かながわ地域看護師」の制度をしっかりと周知するとと

もに関係する医療従事者の人材の確保・養成の方策について、実効性のある支援を要望

する。 

 

【※参考 地域全体で看護師を確保・育成する取組について 令和 5年第三回定例会 

(12月 1日)神奈川県議会会議録 ／ 第 8次神奈川県保健医療計画（令和 6年 

度～令和 11年度）令和 6年 3月】 

 

 



16 
 

４ 医師の働き方改革と地域医療の両立 

（１）医師の働き方改革の県民への広報 【健康医療局、政策局】：一部新規 

 

医師の働き方改革が地域医療に及ぼす影響を把握したうえで、医療機能等の見直し

などの変化について、県民への周知・普及啓発に努めること 

 

要望の趣旨 

2024 年４月より「医師の働き方改革」が始まった。各医療機関において勤務時間の上

限が設けられたことで、医療提供体制について、いわゆる「チーム医療」の導入など、

様々な取り組みを実施している。 

また、救急車の適正使用や、いわゆるコンビニ受診、不要不急の時間外受診の抑制な

ど、県民の受診について行動変容を促すことが重要である。 

県は、ポスターやチラシの作成、県ホームページ「「上手な医療のかかり方」 みんなで

支える神奈川の医療」の掲載や、救急医療相談事業（＃7119）の実施などに取り組んで

いることは評価できる。 

こうした県民への周知や意識啓発は、継続した取組が必要であり、取組の成果を随

時、検証しながら、国や市町村等とともに連携しながら、効果的な周知・普及啓発に努め

ることを要望する。 

 

 

(２)地域における救急医療体制等への支援 【健康医療局、総務局】：一部新規 

 

医師等の働き方改革が地域医療に及ぼす影響を把握したうえで、必要な地域医療提

供体制について、合意形成を図るとともに、地域の救急医療提供体制の維持を図るた

め、必要な支援を行うこと 

 

要望の趣旨 

2024 年４月からの「医師の働き方改革」が始まるに当たって、当協会では「働き方改革

推進会議」を毎月開催し、働き方改革と地域医療の両立について、議論・検討してきた。 

各病院では、勤務体制の見直しや医療ＤＸの推進などに取り組んでいるが、医師をはじ

めとした医療人材の確保は厳しい状況にある。こうした中で、今後、病院のみの負担で、従

前レベルでの救急医療体制を維持することは、困難になることが想定される。 

県は、こうした実情をしっかりと把握するため、各地域でのワーキンググループでの議

論・検討を継続的に実施し、医療現場の意見をしっかりと受け止めながら、必要な支援を

行うこと。 
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また、地域医療介護総合確保基金の運用見直しを早急かつ抜本的に図り、医療人材

の確保など地域の救急医療の体制維持に活用できるようにすること。 

 

 

５ 感染症予防計画の着実な推進 【健康医療局、総務局】：新規 

 

県は、一部改定された感染症予防計画に盛り込まれた施策・事業にしっかりと取り組

み、着実に推進すること 

 

要望の趣旨 

新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、感染症の発生及びまん延に備えるため

感染症法が一部改正されたことに伴い、感染症予防計画が改定された。 

改定された感染症予防計画では、新興感染症への対応を強化することとされている。

体制の確保については、新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に取り組むこととさ

れ、医療提供体制等について流行の段階に分けて数値目標が設定された。 

また、医療機関が講ずべき措置等についても、あらかじめ関係医療機関等と県が協定

を締結したところである。 

県は、こうした数値目標の達成や医療機関と締結した協定を踏まえ、医療機関が感染

症発生時やまん延時に適切に対応できるよう医療機関に対して、必要な財政的支援等を

講じること。 

さらに、当該計画は、新型コロナウイルス感染症への対応を念頭に策定されているが、

今後、新たな新興感染症の発生・まん延に対応できるよう平時より研究・検討に取り組む

こと。 

 

 

６ 国要望について、県及び全国知事会等からの働きかけ 

【健康医療局、福祉子どもみらい局、総務局】：継続 

 

国に対する全ての要望について、県等からも強く要請すること 
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経済財政運営と改
革の基本方針2024 
～賃上げと投資が
けん引する成長型
経済の実現 ～
（令和6年6月21日 
内閣府 抜粋

第２章 社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現 

～賃上げの定着と戦略的な投資による所得と生産性の向上～　

３．投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会課題への対応

　――――（略）―――　

（医療・介護・こどもＤＸ）

医療・介護の担い手を確保し、より質の高い効率的な医療・介護を提供する体制を構築

するとともに、医療データを活用し、医療のイノベーションを促進するため、必要な支援

を行いつつ、政府を挙げて医療・介護ＤＸを確実かつ着実に推進する。このため、マイナ

保険証の利用の促進を図るとともに現行の健康保険証について2024年12月２日からの発行

を終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行する。「医療ＤＸの推進に関する工程

表」31に基づき、「全国医療情報プラットフォーム」を構築するほか、電子カルテの導入や

電子カルテ情報の標準化、診療報酬改定ＤＸ、ＰＨＲの整備・普及を強力に進める。調剤

録等の薬局情報のＤＸ・標準化の検討を進める。また、次の感染症危機に備え、予防接種

事務のデジタル化による効率化を図るとともに、ワクチン副反応疑い報告の電子報告を促

し、予防接種データベースを整備する等、更なるデジタル化を進める。当該プラットフォ 

ームで共有される情報を新しい医療技術の開発や創薬等のために二次利用する環境整備、

医療介護の公的データベースのデータ利活用を促進するとともに、研究者、企業等が質の

高いデータを安全かつ効率的に利活用できる基盤を構築する。医療ＤＸに関連するシステ

ム開発、運用主体として、社会保険診療報酬支払基金について、国が責任を持ってガバナ

ンスを発揮できる仕組みを確保するとともに、情報通信技術の進歩に応じて、迅速かつ柔

軟な意思決定が可能となる組織へと抜本的に改組し、必要な体制整備や医療費適正化の取

組強化を図るほか、医療・介護ＤＸを推進し、医療の効果的・効率的な提供を進めるため

の必要な法整備を行う。また、ＡＩホスピタルの社会実装を推進するとともに、医療機関

等におけるサイバーセキュリティ対策を着実に実施する。電子処方箋について、更なる全

国的な普及拡大を図る。あわせて、子育て支援分野においても、保育業務や保活、母子保

健等におけるこども政策ＤＸを推進する。また、これらのＤＸの推進については、施策の

実態に関するデータを把握し、その効果測定を推進する。

――――（略）―――

第３章 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～

　――――（略）―――

３．主要分野ごとの基本方針と重要課題

（１）全世代型社会保障の構築

少子高齢化・人口減少を克服し、「国民が豊かさと幸せを実感できる持続可能な経済社

会」を目指すためには、国民の将来不安を払拭し「成長と分配の好循環」の基盤となる改

革を進めるとともに、長期推計を踏まえ、中長期的な社会の構造変化に耐え得る強靱で持

続可能な社会保障システムを確立する必要がある。このため、中長期的な時間軸も視野に

入れ、医療・介護ＤＸやＩＣＴ、ロボットなど先進技術・データの徹底活用やタスクシフ

ト／シェアや全世代型リ・スキリングの推進等による「生産性の向上」、女性・高齢者な

ど誰もが意欲に応じて活躍できる「生涯活躍社会の実現」、「こども未来戦略」184の効果

的な実践による「少子化への対応」など関連する政策総動員で対応する。 

また、現役世代の消費活性化による成長と分配の好循環を実現していくためには、医

療・介護等の不断の改革により、ワイズスペンディングを徹底し、保険料負担の上昇を抑

制することが極めて重要である。このため、持続可能な社会保障制度の構築に向け、能力

に応じ全世代が支え合う「全世代型社会保障」構築を目指し、経済・財政一体改革におけ

るこれまでの議論も踏まえて策定された改革工程に基づき、その定める「時間軸」に沿っ

た改革を次に掲げるとおり着実に推進する。その際、全世代型社会保障の将来的な姿につ

いて、国民に分かりやすく情報提供する。
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令和 ５ 年 ９ 月 吉日 
衆議院議員 
星野 つよし 殿 

公益社団法人 神奈川県病院協会 

一般社団法人 神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 

身寄りがなく判断能力が不十分または喪失した人において、法定後見人や任意後見人がおらず、本人の預

貯金等資産利用ができず長期的に医療費等の支払いが困難となる国民に関する救済制度の創設に向けて 

近年、核家族化、高齢・少子化に伴い、頼れる親族や家族がいない、家族へ連絡がつかない状況にある、家
族の支援が得られないという、いわゆる「身寄りがいない人」が増加しています。厚生労働省が行う「国民生活
基礎調査」によると、2019 年の一人暮らし高齢者数は、約 737 万人（内、約４割の 276 万人を関東甲信越が占
め、東京都、神奈川県、埼玉県が多い）、2022 年調査では約 873 万人と増加しており、今後も「身寄りがいな
い人」の増加が想定されます。 
厚生労働省は、「身寄りがないこと」を理由に医療や福祉の現場で拒むことのないよう、2018年４月「入院

による加療が必要にもかかわらず、身元保証人がいないことのみを理由に医療機関において入院を拒否するこ
とについて」医師法第１９条第１項に抵触すると通知。また、2018年８月「介護施設等において、入院・入所
希望者に身元保証人等がいないことは、サービス提供を拒否する正当な理由には該当しない」とし、都道府県
等へ介護保険施設が不適切な取り扱いがないように指導・監督を行うように」としています。さらに「身寄りの
ない人への支援」のガイドとして厚生労働省は 2019 年６月「身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が
困難な人への支援に関するガイドライン」や 2022 年８月「ガイドラインに基づく事例集」を発出しています。 
 これらを踏まえ、医療機関等では、通達やガイドラインに沿って対応をすべく努力を重ねておりますが、在
院日数で縛られる地域医療構想の中、いくつかの困難に直面しているのが現状です。特に個々の医療機関の努力
では解決困難なのが、身寄りがなく患者の判断能力が不十分又は喪失した人において、法定後見人や任意後見
人がいないため預貯金等の資産が利用できず、未払いが発生する事例です。現行法制度においては、当然、成年
後見の首長申し立てを検討することになりますが、自治体に対しての相談開始から後見等の審判確定まで６か
月程度は要しており、後見人等選任されるまでの間、医療費等は未払いのまま経過し、身寄りのない人（身元
保証人が用意できない方）が、医療や福祉の現場から敬遠される理由の一つとなっています。（現状把握のた
め、今年度、神奈川県内の全病院に対する実態調査予定） 
患者の命と暮らしと人権を守り、地域医療構想に即した医療の実現を目指すためには、私たちは、こうした

事例に関する下記のような救済制度等が必要と考えます。 

救済制度案 

１．医療費等自己負担分の未払いに対する補填制度 

２．成年後見申立て中に本人が死亡した場合で、相続人が存在しないことが明らかな場合、そのまま

相続財産清算人手続に移行し、速やかな「未払の医療費、介護費用等の支払」を可能にする 

３．成年後見制度の中に、特定の行為に限定する成年保護特別代理人制度（仮称）を導入し、速やか

な選任を可能とする 
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＜補足資料＞ 
※ 身寄りがなく判断能力が不十分又は喪失した人で、法定後見人や任意後見人がいない人は、預貯金や年金

収入があっても、金融機関の口座より、預貯金や年金を引き出すことが困難。
※ 医療費や施設サービス費の支払いの目途が無い場合、急性期病院から、回復期・慢性期病院や介護施設への

入院・入所が困難。成年後見人等が選任されるまで、患者が急性期病院へ留まる事を余儀なくされ、患者の
状態にあった医療・ケアを受ける権利や、急性期病院の機能役割が阻害される原因になっている。

１． 医療費等自己負担分の未払いに対する補填制度 

 健康保険一部負担金（無保険の場合は全医療費）やその他自己負担金（入院時食事代・おむつ代・病衣等
のレンタル代）の未払いを補填。介護保険サービスや施設利用費等の負担金における未払いを補填。法定後
見人選任後、患者の資産から未払い金が支払われた場合は、補填を受けた医療機関、介護保険事業所・施設
は補填金を返済する。 

本人の加入している健康保険証や介護保険証が確認できた場合は健康保険や介護保険へレセプト請求する。
上記内容についていずれも速やかに補填されるのが望ましい。こうしたことで、本人が加入している健康保険
や介護保険の資産をできる限り活用する事ができる。また、速やかに自己負担金が支払われる（補填）こと
で、医療機関や介護保険事業所・施設等の負担が軽減される。補填制度の財源は、相続人不在で国庫帰属した
財産（最高裁判所発表 2021 年度 647 億円）等をもって充てる。 

２． 成年後見申立て中に本人が死亡した場合で、相続人が存在しないことが明らかな場合、そのまま相

続財産清算人手続に移行し、速やかな「未払の医療費、介護費用等の支払」を可能にする 

 成年後見申立て中に患者が死亡しても、間断なく、第３者が「相続財産管理」することが可能になること
で、未払い金や、上記１．の返済も本人の資産で行うことができる。 

現在、成年後見申立て中に本人が死亡した場合、審判は中止されてしまう。その為、本人の資産は一切活用
できず、医療費や介護保険サービス・施設利用費等は未払いとなってしまう。相続人がいない場合、未払い金の
回収は不可能である。死亡後であっても、申請に必要な書類が家庭裁判所に提出されている場合には、その書
類を利用して第３者による「相続財産管理」が行えると本人の資産利用ができる。 

３． 成年後見制度の中に、特定の行為に限定する成年保護特別代理人制度（仮称）を導入し、速やかな

選任を可能とする 

成年後見制度の中に、特定の行為に限定する成年保護特別代理人制度（仮称）を導入し、速やかな選任を
可能とすることで、申し立て中の本人死亡案件を減少させる。 

現在、国において成年後見制度の改正議論が進み、その中で、成年後見制度が一度使われたら終われない制
度であることへの批判的な意見に注視して、必要な事項に限定してのスポット的な制度・成年保護特別代理人
（仮称）の議論がなされていると聞き及んでいる。身寄りのない方が適切な医療をうけれるようにする観点か
ら「医療費の適切な支払い」を理由とするスポット的な制度の創設を求める。 
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「身寄りがなく判断能力が不十分又は喪失した人への入院中に行う相談支援（ソーシャルワーク）」に関するア

ンケート（病院協会会員２８５件へ郵送） (現在、138 回答データー入力済み 未入力回答約２０件 )

問５-5 2023 年、「身寄りがなく判断能力が不十分又は喪失した人」で資産活用が出来なくて、生活
保護にもならず入院費が未払いになったケースがありますか。 

合計回答数 100 

問５-6 問５-5 で、「ある」と答えた方にお聞きします。未払いの件数を、わかる範囲でご記入く
ださい。 

合計回答数 ５１ 

問５-6 問５-5 で、「ある」と答えた方にお聞きします。未払いの合計金額について、わかる範囲
でご記入ください。(千の位で四捨五入) 

合計回答数 ４１ 

ある：５４ 

不明：２０ 

ない：２６ 

２１件以上：４ 

11～20 件 

：４ 

6～10 件 ：５ 

1～5件 ： 

３８ 

101～300万円 

：５ 

301 万円以上 

：４ 

51～100 万円 

：９ 

～50 万円 

：２３ 
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地域全体で看護師を確保・育成する取組について

神奈川県議会 令和５年第三回定例会（後半） 本会議答弁（令和５年12月１日）代表質問 

神倉 寛明 議員（自民党（秦野市））質問 → 黒岩 祐治 知事 答弁 

以下、テープ起こし 

＜質問＞ 

２ 医療の確保と働きやすい環境づくりについて 

（３）地域全体で看護師を確保・育成する取組について 

県内には、看護師の確保・育成を、個々の病院の問題ではなく、地域の問題として考え、新

たな取組を始めた医療機関もある。 

このような取組が地域の多くの施設の間で進めば、看護師の経験の幅も広がり、高度医療か

ら在宅医療、介護施設など、様々な場面に対応できるようになり、地域での人材確保が進むだけ

でなく、本人のキャリアアップや就業継続にもつながると考える。 

そこで、急速な高齢化に対応し、医療と介護の連携をさらに強化するため、医療機関等が連

携し、地域全体で看護師を確保・育成する取組を進めて行くべきと考えるが、見解を伺う。 

＜知事答弁＞ 

次に、地域全体で看護師を確保・育成する取組についてです。 

超高齢化が進む中で、地域の医療提供体制を維持していくためには、急性期の医療から介護ま

で、幅広い領域に対応できる看護師の確保・育成が大変重要です。 

県ではこうした看護師を「かながわ地域看護師」と名付け、令和３年度から医療関係団体と

連携し、人材育成の仕組みづくりに向けた検討を行っています。 

具体的には、病院や訪問看護ステーション、介護施設など、地域の様々な施設で看護師の人材

交流を行う仕組みの構築を目指しています。 

これにより、看護師が地域の多様な医療ニーズに対応できるようになるとともに、結婚や子

育てなどの環境変化に応じて柔軟に働くことが可能となります。 

一方、この取組を進めるには、多くの医療機関等に地域看護師の意義を理解いただき、人材交

流に協力いただく必要があります。 

また、実際の人材交流にあたっては、施設間で異なる給与や労働条件をどのように調整するか

といった課題もあります。 

そこで県では、この取組を今年度改定する「神奈川県保健医療計画」の中に位置付けるととも

に、多くの地域や医療機関に参加いただけるよう、関係団体とも連携し広く呼びかけていきま

す。 

加えて、地域の医療機関等が人材交流にスムーズに取り組むことができるよう、先進事例の

紹介や労務管理の調整方法のポイントなどをまとめた「地域看護師養成ガイド」を今年度中に作

成します。 

県では今後も、地域が一体となって、新たな時代に相応しい看護師を確保・育成できるよう、

しっかりと支援を行ってまいります。 

以 上 
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第４章 地域包括ケアシステムの推進 

第１節 在宅医療 

（２）在宅医療提供体制の充実

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

■用語解説

※２ 「かながわ地域看護師」

地域医療構想を実現し、地域包括ケアシステムを推進するために、地域の医療・介護資源や医療提供

○ 県は、訪問看護の安定的な提供に向けて、訪問看護ステーションの経営の安定化と

看護の質の向上を図るため、看護職員５人以上の訪問看護ステーションの増加を目指

すとともに、施設間連携や多職種連携に強く、幅広い領域に対応可能な「かながわ地域

看護師」（※２）を地域で育成することについての検討を進めます。

203 

～　略　～

～　略　～

体制を十分に理解し、地域の医療と介護をつなぐ能力を持つ看護師を地域で育成・確保するとともに、

看護職員の離職や地域からの流出を防ぐことを目的として、県と県看護師等養成実習病院連絡協議会が

「県地域看護師養成事業検討会」において共同で検討している取組。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
204 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

第５章 医療従事者の確保・養成 

第３節 看護職員 

２ 施策の方向性 

（１）看護職員の確保

～ 略　～

ウ 離職防止等の定着促進

○ 県は、看護職員の定着に向けて、院内保育施設の運営等の取組への支援を行うと

ともに、新人看護職員の研修実施に対する支援を行い、新人看護職員の早期の離職 

防止を図ります。 

○ 県は、関係団体等と連携し、出産や育児、介護等のライフステージに応じた柔軟

な働き方や、施設間連携や多職種連携に強く、幅広い領域に対応可能な「かながわ

地域看護師」を地域で育成することについての検討を進めます。

273
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